
　京急川崎(大)
　　第２踏切
  【本町踏切】　

　本町交差点　

　国道４０９号　

　競馬場前交差点　

京浜急行大師線　

　国道１５号　

①撮影方向

②撮影方向

③撮影方向

　②本町交差点現況写真
（競馬場前交差点側から）

①京急川崎(大)第２踏切現況写真
　（競馬場前交差点側から）

　　③競馬場前交差点現況写真
（京急川崎(大)第２踏切側から）

　　①京急川崎（大）第２踏切データ【平成22年1月】
　　・自動車交通量　　　　　約３２，０００台
　　・踏切遮断時間　　　　　　３．４時間／日
　　・ピーク時の踏切遮断時間　　１７分／時間

　
幸
区
　
方
面
　

競馬場前交差点改良工事（平成２２年度実施）　　

整備前　　 整備後　　

約２５０ｍ　　

 資 料 １ 



京浜急行大師線連続立体交差事業概要

１期①区間 約1.2km
２期区間 約2.9km（別線区間）

1期②区間 約1.2ｋｍ

京急川崎(大)第２踏切

【本町踏切】

資 料 ２ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

（４）対策スケジュール 

緊急渋滞対策箇所 

 平成２６年度から概ね３ヵ年で対策を実施する。 

 慢性的な渋滞は、大きな経済的損失を招くとともに、環境の悪化や市民の安全性の低下など、市民

生活の豊かさに大きく関わる重要課題である。 

 一方で、渋滞の基本的な対策でもある道路ネットワークの形成には、長期間を要することから、交

差点改良など局所的かつ即効的な対策により効率的・効果的に渋滞緩和を図る必要がある。 

１ 緊急渋滞対策の目的 

２ 新たな緊急渋滞対策の実施について 

（２）対策箇所の選定 

※１ 宿河原 1 丁目交差点については、過年度の対策において効果が得られず、 

現地調査を踏まえ、引き続き対策箇所とした。 

（１）新たな緊急渋滞対策の必要性 

 市内の幹線道路には、依然として、交差点や踏切において、渋滞が発生しており、渋滞の基本的な

対策となる道路ネットワークの整備などを推進する一方で、早期の効果発現を目的とした新たな緊

急渋滞対策を実施し、渋滞の緩和を図る必要がある。 

元木交差点

溝口交差点 

京急川崎(大)第２踏切

稲生橋交差点

宿河原 1 丁目交差点

：緊急渋滞対策箇所 

※首都圏渋滞ボトルネック対策協議会 

目 的：首都圏の渋滞ボトルネック箇所について効果的な対策の推進を図ること     

構成員：国土交通省関東地方整備局、関東運輸局、警視庁、埼玉県警察本部、千葉県警察本部、神奈川県警察本部、

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、 

東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社 

資 料 ３ 

 
緊急渋滞対策箇所 

市内全域の幹線道路を

対象として速度低下が

顕著な交差点 

【抽出方法】 

・道路拡幅などの具体的な事

業予定がない箇所 

・首都圏渋滞ボトルネック対策

協議会で選定した主要渋滞

箇所に含まれる箇所 

【選定方法】 

・現地調査において、渋滞長 500ｍ

以上、または通過時間 5 分以上

の箇所を抽出 

・抽出した中から、即効的な対策が

可能な箇所を選定 

５箇所を選定 

過年度の対策において効果が確
認できなかった１箇所を含む 

～平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２９年度 平成３０年度～平成２６年度　～　平成２８年度

緊
急
渋
滞
対
策

・対策箇所

の検討

新
た
な
緊
急
渋
滞
対
策
策
定

・第1次対策

・協議・調整

・調査・検討

・工事

・信号制御の改善等
・効果検証

・効果検証

・協議会による

主要渋滞箇所

の選定
・次期の取組

・次期対策

箇所の抽出

 

 ・現道幅員内における
 付加(右・左折)車線の設置 
・信号制御の改善 等 
 短期間で整備が可能な対策 

交差点改良などによる局所的かつ即効的対策     

道路の新設・拡幅、自動車専用道路の整備などによる道路ネットワークの形成
                           （基本的な対策） 

緊急渋滞対策   

渋滞対策   

【首都圏渋滞ボトルネック対策協議会】 

首都圏の主要渋滞箇所として市内５８箇所を選定 

 

【選定方法】 

・12 時間平均旅行速度 20ｋｍ/h 以下 

・道路利用者のアンケート調査  など 

【抽出方法】 

・幹線道路同士の交差点にお

いて、12 時間平均旅行速度

が 10km/h 未満の箇所 整合 

１４箇所を抽出 ３９箇所を抽出 

首都圏の主要渋滞箇所 

にも含まれる交差点 

（３）対策内容 

 各交差点の対策内容については、信号制御の改善や車線構成の見直しなどの手法から、

交通管理者など関係機関と連携して、最適な手法について今後選定を行う。 

路線 方向
渋滞長

（m）

通過時間

（分：秒）
交差道路

1 京急川崎（大）第２踏切 国道409号 上り 1,080 8:32 京急大師線

2 元木交差点 （県）川崎町田 上り 170 5:48 国道15号

3 溝口交差点 （県）川崎府中 上り 650 11:02 国道246号

（県）川崎府中 下り 260 5:38 （市）向ヶ丘遊園駅菅生線

（市）向ヶ丘遊園駅菅生線 上り 160 7:13 （県）川崎府中

5 宿河原1丁目交差点　※１ （市）幸多摩線 下り 640 12:50 （市）小杉菅線

対策箇所

4 稲生橋交差点

新たな緊急渋滞対策（第２次緊急渋滞対策）の実施について 



局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査結果概要 

環境省総合環境政策局環境保健部企画課保健業務室が公表した内容は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

平成 23 年 5月 27 日 

局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査結果について（お知らせ） 

 

 
１．調査の概要 
（１）目的 
  幹線道路沿道における自動車排出ガスへの曝露とぜん息の発症等との関連性について疫学的に評価

すること。  
 
（２）経緯 
  公害健康被害補償制度において、大気汚染による健康被害を補償する範囲を定めた第一種指定地域に

ついて、昭和 63 年にすべて解除した際に、国会での審議において、「主要幹線道路沿道等の局地的汚染

については、その健康影響に関する科学的知見が十分でない現状にかんがみ、調査研究を早急に推進す

ること」（附帯決議）とされたため、それ以降、技術的課題の検討を行った上で、平成 17 年度より「そ

ら（SORA）プロジェクト」を開始した。  
 
（３）内容 

[1] 平成 17年度から平成 21 年度まで、関東、中京、関西の３大都市圏の主要幹線道路沿道を対象に調

査を実施し、得られたデータについて、平成 22年度に解析、評価を行った。  
(１) 学童コホート調査  

57 の小学校の協力と約 12,500 人の方から同意を得て、毎年、ぜん息発症の追跡を行った。 
 (２) 幼児症例対照調査  

９市区の協力を得て、１歳半健診に参加した約６万人について、３歳健診の機会も利用して調

査を実施し、ぜん息の発症について症例対照調査を行った。 
(３) 成人調査  

９市区の協力を得て質問票を配布し、回答のあった約 11 万人を対象として、ぜん息の発症に

ついては症例対照調査、COPD(慢性閉塞性肺疾患)の有症については断面研究を行った。 
 

 環境省では、幹線道路沿道における局地的大気汚染と呼吸器疾患との関係について解明するため、

平成 17 年度から幹線道路住民を対象とした大規模な疫学調査「局地的大気汚染の健康影響に関する

疫学調査－そら（SORA）プロジェクト－」を実施いたしました。この度、調査結果を取りまとめま

したので公表いたします。  
 
※そら（SORA）プロジェクトの「そら（SORA）」は Study On Respiratory disease and Automobile 
exhaust（自動車排出ガスと呼吸器疾患との関連についての研究調査）の頭文字をとったものです。

「環境省 報道発表資料」から引用 

資 料 ４ 



 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 [2] 調査のポイント 

      国内外の疫学研究の動向を踏まえた調査手法を取り入れ設計した。  
○自動車排出ガスによる健康影響を高い感度で検出するため、のべ三十万人にも及ぶ多数の協力者

による大規模な調査研究とし、複数の幹線道路※を対象とした。 
 ○ぜん息への発症は性別、年齢、地域により変動するため、既知のぜん息発症のリスクを勘案し

て、学童、幼児、成人と対象世代を分けて調査を実施した。 
     ○自動車排出ガスへの曝露は、交通量、道路構造、道路周辺の地形、気象等の条件、幹線道路ご

とに複雑に変化することを勘案し、協力者一人一人に対して曝露量の推計を行い、その妥当性を

確認のため、実測値との比較検討を行った。 
 
     なお、従来から行われていた距離帯別解析も併せて行った。 
     ※ [1]関東：世田谷区（国道 246 号、環状 7 号、環状 8 号）、千葉市（国道 357 号）、 

川崎市（東名高速道路）、他  
[2]中京：名古屋市（国道 23 号、国道 302 号）、他 

     [3]関西：茨木市、摂津市、門真市（大阪中央環状）、大阪市（国道 43 号）、尼崎市、西宮市、

芦屋市（国道 43 号）、他  
 
 
２．本調査の結果 

（１）学童コホート調査 
      予め十分に精査された適切なデザインによる十分な対象数を確保した疫学調査により収集された

データに基づき解析した結果、EC 及び NOx 推計曝露量を指標とした自動車排出ガスへの曝露とぜん

息発症との間に関連性が認められた。なお、曝露量推計などに起因する不確実性が残る点に留意が

必要であるとともに、関連性の程度（大きさ）については、十分な科学性をもって確定づけること

までは現時点では難しい。 
       特に、曝露量推計については、構築された推定モデルが部分的に必ずしも十分な精度を確保でき

なかったことや、EC 及び NOx 濃度が調査実施当初よりも終了時点の方が予想されたよりも改善さ

れているという傾向があったことなどにより、関連性の大きさに関する推定結果が大きく異なるに

至った可能性が大きいことが示唆される。 
       断面調査におけるぜん息有症と調査１年間の EC 及び NOｘの推計曝露量との関連性並びにぜん

息発症と幹線道路からの距離帯との関連性は、いずれも統計学的に認められなかった。  
 

（２）幼児症例対照調査 
      ぜん息発症と幹線道路沿道における自動車排出ガスへの曝露との関連については、EC 及び NOx

個人曝露推計値を指標とした主要な解析において統計学的に有意な関連性はみられず、副次的な 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
解析の一部において統計学的に有意であったものの、結果に一貫性が認められず、今回の調査結果

から自動車排出ガスへの曝露との関連性を結論づけることはできなかった。  
 

（３）成人調査 
      幹線道路沿道における自動車排出ガスへの曝露と成人のぜん息発症との関連性については、症例対

照研究の副次的解析の一部において EC 個人曝露濃度帯のオッズ比が統計学的に有意であったこと

に留意する必要があるものの、症例対照研究の主要な解析での EC 及び NOx 個人曝露濃度帯のオッズ

比が統計学的に有意ではなく、関連性を結論づけることはできなかった。 
      幹線道路沿道における自動車排出ガスへの曝露と COPD との関連性については、断面調査におい

て持続性せき・たん症状の有無と EC 及び NOx 屋外濃度推計値のオッズ比が統計学的に有意であっ

たこと、COPD に関する研究の副次的解析の一部におけるオッズ比が統計学的に有意であったこと

に留意する必要があるものの、肺機能検査に基づく COPD と EC 及び NOx 個人曝露推計値との主

要な解析でのオッズ比が統計学的に有意ではなく、関連性を結論づけることはできなかった。  
 
３．今後の課題と対応方針について 
   以上のように、幼児調査及び成人調査において、幹線道路における自動車排出ガスへの曝露とぜん息

発症や COPD との関連について、EC 及び NOx の個人曝露量推計値を指標とした解析の結果、自動車排

出ガスへの曝露との関連性があるという一貫した結論は見いだせなかった。ただし、学童調査において

は、EC 及び NOx の個人曝露量推計値を指標とした、予め解析計画で定められた主要な解析や、副次的

な解析の一部において、自動車排出ガスへの曝露とぜん息発症との間に関連性が認められることが指摘

された。併せて、曝露量推計などに起因する不確実性や関連性の程度を確定づけることの困難性につい

ても指摘された。 
   したがって、今後とも幹線道路沿道における自動車排出ガスへの曝露による健康影響を引き続き注視

していくことが必要と考えられるため、長期的かつ予見的観点から継続的に実施してきている「大気汚

染に係る環境保健サーベイランス調査」を通じて、環境モニタリングや健康モニタリング、更にはそれ

らに必要な科学的知見の一層の充実に努めるとともに、そらプロジェクトにより蓄積された科学的知見

と結果を最大限に活用し、より効果的なサーベイランス調査となるよう留意することが必要である。具

体的には、[1]局地的大気汚染の視点から新たに３大都市圏において改良された曝露評価及び健康調査の

方法を導入することや、[2]個人曝露推計手法を改善するなどの点が重要である。 
   国（環境省）においては、引き続き大気環境モニタリング体制の整備等に取り組むとともに、健康影

響リスクのより一層の低減に向け、自動車排出ガス対策や PM2.5 対策を含む幅広い大気環境保全対策を

積極的に推進すべきことは論を待たない。 



測定結果 評価 測定結果 評価 測定結果 評価

ppm ○× mg/m
3 有無 回 ○× μg/m

3 ○×
大　師

（ Daishi ）
0.042 ○ 0.071 無 0 ○ 44.3 ×

田　島
（ Tajima ）

0.045 ○ 0.054 無 0 ○ 43.5(※) ×(※)

川　崎
（ Kawasaki ）

0.042 ○ 0.084 有 3 × 44.2(※) ×(※)

幸
（ Saiwai ）

0.042 ○ 0.064 無 0 ○ 43.9 ×

中　原
（ Nakahara ）

0.039 ○ 0.057 無 0 ○ 41.8 ×

高　津
（ Takatsu ）

0.040 ○ 0.058 無 0 ○ 39.8 ×

宮　前
（ Miyamae ）

0.038 ○ 0.065 無 0 ○ 39.7 ×

多　摩
（ Tama ）

0.033 ○ 0.064 無 0 ○

麻　生
（ Asao ）

0.031 ○ 0.056 無 0 ○ 39.4 ×

池　上
（ Ikegami ）

0.058 ○ 0.079 有 2 × 51.8 ×

日進町
（ Nissinncho ）

0.043 ○ 0.072 無 0 ○ 42.9 ×

市役所前
（ Shiyakushomae ）

0.048 ○ 0.052 無 0 ○

遠藤町
（ Endohcho ）

0.055 ○ 0.063 無 0 ○

中原平和公園
（ Nakaharaheiwakouen ）

0.043 ○ 0.062 無 0 ○

二　子
（ Futago ）

0.057 ○ 0.078 有 2 × 44.0 ×

宮前平駅前
（ Miyamaedairaekimae ）

0.045 ○ 0.050 無 0 ○ 40.1 ×

本村橋
（ Honmurabashi ）

0.041 ○ 0.064 無 0 ○ 41.8 ×

柿　生
（ Kakio ）

0.037 ○ 0.066 無 0 ○ 37.2(※) ×(※)

平成25年度　大気環境測定結果（抜粋）
浮遊粒子状物質

（SPM）
微小粒子状物質

（PM2.5)

日平均値が

0.10mg/m
3
を超えた

日が2日以上連続の
有無とその回数

＜環境基準＞
日平均値が0.04ppmから
0.06ppmまでのゾーン内又はそ
れ以下であること。

＜環境基準＞

日平均値が0.10mg/m
3
以下であること。た

だし、0.10mg/m
3
を超える日平均値が2日

以上連続しないこと。

＜環境基準＞
日平均値が

35μg/m
3
以下であること。

(※)　測定期間が有効測定日数を満たしておらず、環境基準の評価ができないことから参考値とする。

一般局
（ General

sta. ）

自排局
（ Roadsid

e sta. ）

二酸化窒素
（NO2）

遠藤町（御幸小学校　幸区遠藤町1）
　国道1号と国道409号が交わる遠藤町交差点近くに設置されている。
　測定局周辺は住居が密集している。

川崎測定局（川崎市役所第４庁舎　川崎区宮本町3-3）
　付近に市役所があり、周囲はビルが林立する商業地域である。
　測定局から西約500m先にJR川崎駅があり、南東約200m先は国道15号と主要地方道（県道）川崎府中が交わる宮前交差点がある。

資 料 ５


